
①敷地境界線における規制基準

Ａ区域

Ｂ区域

Ｃ区域

②気体排出口における規制基準

　基準は、敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める換算式

により算出。

③排出水における規制基準

　基準は、敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める換算式

により算出。

　換算式　Ｉｗ＝Ｌ＋１６ Ｉｗ：（排出水の臭気指数）

Ｌ：（敷地境界線における規制基準）

 【臭気指数】

　　臭気指数規制は、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を判定する規制方法。

　　臭気指数は、事業所で採取した空気や水を無臭空気（水）で希釈して、嗅覚検査に

　合格した者が臭いをかぎ、臭いのしなくなった時の希釈倍率から算出する。

　（例）

採取した空気を無臭空気で30倍に薄め
た時に臭いがしなくなったら

　臭気指数＝１０×log（３０）＝１５

農業振興区域 臭気指数１８

工業地域・工業専用地域 臭気指数１８

区域区分 基準値

悪臭防止法による悪臭規制（臭気指数による規制）

Ｂ、Ｃ区域を除く区域 臭気指数１５


